
 

平成 22 年８月５日 

 

３・４号機主排気筒における微量な放射性物質の検出について（続報） 

 

＜概要＞ 

（事象の発生状況） 

・ 平成 22 年７月 28 日、３・４号機主排気筒における放射性の粒子状物質の

定期測定を行っていたところ、ごく微量の放射性物質を検出しました。 

            （平成 22 年７月 29 日お知らせ済み・公表区分Ⅲ）

・ ８月４日に行った定期測定においても、ごく微量の放射性物質を検出しま

した。 

（今後の対応） 

・ 引き続き、原因について詳細に調査します。 

（安全性、外部への影響） 

・ 本事象による外部への放射能の影響はありません。 

（公表区分） 

・ 本事象は公表区分Ⅲ（信頼性向上のために公表する事象）としてお知らせ

するものです。 

 

詳細は以下のとおりです。 

 

１．事象の発生状況 

平成 22 年７月 28 日午前 11 時 40 分頃、３・４号機主排気筒における毎週１

回行っている放射性の粒子状物質の定期測定において、７月 21 日から７月 28

日の期間に採取した試料採取フィルタ＊１からガンマ線を放出する物質＊２（銀

110ｍ＊３）を検出しました。 

（平成 22 年７月 29 日お知らせ済み・公表区分Ⅲ） 

 

  その後、粒子状物質を放出する可能性がある作業内容について調査を行って

おりましたが、８月４日午前 11 時８分頃、当該排気筒における定期測定にお

いて、７月 28 日から８月４日の期間に採取した試料採取フィルタからガンマ

線を放出する物質（銀 110ｍ、コバルト 60、マンガン 54＊４）を検出しました。 

 

２．今後の対応 

今後、７月 29 日にお知らせした事象とあわせて、原因について詳細に調査し

ます。 

 

 

 

 

 

 

http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2010/pdfdata/bi0711-j.pdf
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３．安全性、外部への影響 

今回検出した放射性物質は、いずれも検出限界値＊５をわずかに超える濃度で、

銀 110ｍについては４×10－９ベクレル／cm３（前回検出値は３×10－９ベクレル

／cm３、検出限界値は１×10－９ベクレル／cm３）、コバルト 60 については６×

10－９ベクレル／cm３（検出限界値は２×10－９ベクレル／cm３）、マンガン 54

については２×10－９ベクレル／cm３（検出限界値は１×10－９ベクレル／cm３）

でした。 

今回検出した銀 110ｍ、コバルト 60、マンガン 54 については、測定データを

もとに周辺監視区域外における空気中の放射能濃度を評価したところ、合計で

９×10－15ベクレル／cm３でした。この値は空気中の告示濃度＊６限度が最も厳し

い値であるコバルト 60 の告示濃度４×10－６ベクレル／cm３に比べ、約４億分の

１以下と十分低い値となっております。 

また、測定データをもとに周辺監視区域外における線量評価を行ったところ、

３×10－9ミリシーベルトであり、自然界から１年間に受ける放射線量 2.4 ミリ

シーベルトと比べても十分低い値であり、胸のエックス線検診（１回）で受け

る放射線量（0.05 ミリシーベルト）の約１千万分の１以下です。 

なお、３・４号機主排気筒モニタ＊７の指示値および空間線量率を測定するた

め発電所敷地周辺に設置されているモニタリングポスト＊８やダストモニタ＊９

の指示値は、通常の変動の範囲内であり、本事象による外部への放射能の影響

はありません。 

 

以 上 

 

 



 

 

＊１ 試料採取フィルタ 

気体中の粒子状物質を捕集するためのフィルタ（ろ紙）。 

 

＊２ ガンマ線を放出する物質 

コバルト 60、マンガン 54 等、原子炉内で放射化すること等により生成する  

物質。 

 

＊３ 銀 110ｍ 

銀が原子炉内で放射化することにより生成する物質で、半減期は約 250 日。 

 

＊４ コバルト 60、マンガン 54 

    いずれも原子炉水中の不純物が原子炉内で放射化することにより生成する物質

で、半減期はコバルト 60 が約 5.3 年。マンガン 54 が約 312 日。 

 

＊５ 検出限界値 

一般的な試料の測定において、放射能が原理的に測定できる下限値。なお、試

料採取フィルタの測定の際、大気中にある天然核種や電気的ノイズ等の影響をそ

の都度測定し、その値を基準値（検出限界値）として比較をしている。 

 

＊６ 告示濃度 

    「実用発電原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量当量限度等

を定める告示」においては、放射性核種が明らかである場合、各々の放射性核種

毎（銀 110ｍ、コバルト 60、マンガン 54）の周辺監視区域外の空気中の濃度限度

と比較し確認することとしている。 

今回は検出されたすべての核種の濃度の合計について、空気中の告示濃度限度

が最も厳しい値であるコバルト 60 の４×10－６ベクレル／cm３（３ヶ月についての

平均）と比較し確認することにより安全側に評価しています。 

 

＊７ 排気筒モニタ 

    環境へ放出される排気中の放射線を測定する装置。 

 

＊８ モニタリングポスト 

    発電所敷地周辺に設置され、空間線量を測定する機器。 

 

＊９ ダストモニタ 

    発電所敷地境界近傍で空気中の塵を連続的に集塵し、含まれている放射能を測

定している計測器。 
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本事象における放射線量 

約０．００００００００３ミリシーベルト 

 


